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2014 年 12 月 30 日に 2015 年度税

務運用細則 1が公表されました。

その中には昨年 2014 年中にお知

らせした会計情報の電子報告義務

に関する更なる追加修正規定が含

まれています。 
 
本稿では、この 2015 年税務運用

細則に規定されている会計情報の

電子報告義務に関連する事項を総

括的にお知らせします。報告義務

が適用される具体的要件や効果に

ついてはケースごとに検討が必要

になります。 
 
 

1 各種税法・施行令適用に関する管理・

手続規定を定めたもので、日本でいう税

法基本通達のような位置付けにある。毎

年公表され、その年度中にも数回の修正

が行われる。 

 
 
対象者 
 
会計情報の電子報告義務の対象と

なるのは、メキシコで納税義務の

ある法人及び個人事業主です。 
ただし、個人事業主のうち前年

度収入が 200 万ペソ以下の少額納

税者は除きます。これらの少額納

税者は、自身で会計ソフトを導入

する必要はなく、メキシコ税務当

局（SAT）が提供する”Mis 
Cuentas”という会計ソフトを使用

することができます。”Mis 
Cuentas”を使用していれば入力さ

れた情報はそのまま SAT が確認

可能なため、別途報告する必要は

ないのです。 
 また、連邦・州政府、各種政府

団体、労働組合や政府支援団体等

の行政一般会計原則の適用対象と

なっている団体については報告対

象外です。 
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適用開始時 
 
結論として、以前お伝えしていた 2014 年度分の会計情報については提出不要となりました。 
適用開始は、原則として、2015 年 1 月分の会計情報からとなります。一部 2016 年 1 月から適用されるもの

もあります。 
(1) 2015 年 1 月分から適用される対象者 

① 銀行等の金融機関 
② 2013 年度の収入が 400 万ペソ以上である納税者 

 
(2) 2016 年 1 月分から適用される対象者 

① 2013 年度の収入が 400 万ペソ未満である納税者 
② 農業・林業・畜産業・漁業の第一産業従事者で遵守すべき納税義務を履行している者 
③ 非営利法人 
④ 2014 年又は 2015 年中に納税者連邦登録番号（RFC2という）を取得した者 

 
(3) その他 

2016 年 1 月以降に RFC を取得した納税者に RFC を取得した月の翌月から適用開始 
 

従って、2014 年中に法人設立した場合には、収入が計上されていても上記（2）④により 2016 年からの適

用となります。 
 

なお、上記（1）から（3）の適用対象者に関する内容は 2015 年度税務運用細則には未だ規定がありません

が、既に SAT のホームページにおいてこの内容を追加した 2015 年度税務運用細則第１修正のドラフトが

発表されています。 
 
 

登録必要情報及び新たに設定された提出期限 
 
会計情報はすべて XML ファイル形式 3で作成した電子システムを使って、登録・管理する必要があります。

登録必要情報及び SAT に提供すべき会計情報の提出期限は以下の通りです。 
 

(1) 登録必要情報 
① 勘定科目一覧表（各自適用している勘定科目を、2015 年度税務運用細則の付表 24 で公表している

勘定科目名及び番号に合うようにナンバリング・グループ化したリストも要登録、補助科目の登録

義務はなし） 
 

② すべての勘定科目の期首残高・期中取引高・期末残高が記載された試算表及び注記事項（残高はす

べての税金の納付状況と一致していること） 

2 Registro Federal de Contribuyente の略。会社設立後、納税義務を履行するため速やかに取得する必要がある。 
3
 文章、データの意味、構造を記述するために特別な文字列で囲ったもの。ソフトウェア間の通信・情報交換に用いるデータ形

式や、様々な種類のデータを保存するためのファイルフォーマットなどの定義に使用されている。 
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なお、年度末の試算表については、法人所得税課税所得計算のための税務調整情報も要登録。試

算表については補助科目も要登録。 
 

③ 各勘定科目の元帳や補助資料（補助科目の元帳等の登録義務はなし） 
 

(2) 提出期限 
① 勘定科目一覧表 

下記②の試算表等の初回提出期限まで 
その後、追加修正が生じた場合には、修正が生じた月の試算表等提出期限まで 
 

② 試算表及び注記事項 
A) 下記 C) に該当しない法人 

翌々月の 3 日まで（例：初回 2015 年 1 月分は、2015 年 3 月 3 日まで） 
 

B) 個人事業主 
翌々月の 5 日まで（例：初回 2015 年 1 月分は、2015 年 3 月 5 日まで） 
 

C) 株式上場しているメキシコで納税義務のある法人及びその子会社 
下表の通り、四半期ごと翌々月の 3 日まで 

対象月 提出期限 
1 月から 3 月分 5 月 3 日 
4 月から 6 月分 8 月 3 日 
7 月から 9 月分 11 月 3 日 

10 月から 12 月分 翌年 3 月 3 日 
 

D) 農業・林業・畜産業・漁業の第一産業従事者で半年ごとの法人所得税（ISR）予定納税選択者 4 
半年ごと翌々月の 3 日（法人）若しくは 5 日（個人事業主）まで 
 

E) 年度末試算表 
すべての法人  翌年 4 月 20 日まで 
個人事業主   翌年 5 月 22 日まで 

 
上記(1)③ については現在のところ毎月の提出義務はありませんが、SAT から提供依頼があった場合に

は速やかに提出することとなります。 
 
 

その他留意点 
 
(1) エラーや修正等が生じた場合 

送信した情報にソフトウェア上のエラーがあった場合には、SAT ではそのエラーを考慮して 5 営業日

以内に新しいファイルを提出するように納税者メールボックスに通知します。提出期限前にエラーが

発覚した場合には、提出期限 2 日前までであれば再度同様の手順で送信し直すことが出来ます。 

4 ISR の予定納税は原則毎月納税 
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又、納税者が会計情報を修正・変更する必要が生じた場合には、提出期限前であれば何度でも提出し

直すことができます。既に提出期限が過ぎてしまった場合には、修正等の発生後 5 営業日以内にその

修正後ファイルに置き換える必要があります。 
 
(2) インターネット環境がなく電子送信が出来ない場合 
最寄の地方自治体納税者サービス（ALSC という）を訪問し、サポートを受けることが出来ます。 

  
 
以上、会計情報の電子報告義務に関する適用開始時期などの大枠はこれでほぼ決定したといえます。 
ただし本件に関しては、今後更なる詳細修正が発表される可能性もありますので、最新情報には注意して

おく必要があります。ご相談やご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。 
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Additional Information 
Please let us know if you require any additional information: 

 
Aguascalientes 
Eduardo Romero  
Eduardo.Romero@mx.gt.com 
T (52 449) 996 6260 
 
Cd. Juarez 
Francisco Solis 
Francisco.Solis@mx.gt.com 
 
Guadalajara 
Mario Rizo 
Mario.Rizo@mx.gt.com 
T (52 33) 3817 4480 
 
Daniel Santiago 
Daniel.Santiago@mx.gt.com 
T (52 33) 3817 4480 
 
Mexico 
Santos Briz 
Santos.Briz@mx.gt.com 
T (52 55) 5424 6500 
 
Pedro Zugarramurdi 
Pedro.Zugarramurdi@mx.gt.com 
T (52 55) 5424 6500 
 
Ricardo Suarez 
Ricardo.Suarez@mx.gt.com 
Precios de Transferencia 
T (52 55) 5424 6500 
 
日系企業グループ メキシコ支部 

（メキシコシティ） 
比留川 茜 
Akane.Hirukawa@mx.gt.com 
T (52 55) 5424 6500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oficina Monterrey 
Santos Briz 
Santos.Briz@mx.gt.com 
 T (52 55) 5424 6500 
 
Ricardo Suarez 
Ricardo.Suarez@mx.gt.com 
Precios de Transferencia 
T (52 55) 5424 6500 
 
Puerto Vallarta 
Mario Rizo 
Mario.Rizo@mx.gt.com 
 T (52 322) 224 1297 
 
Queretaro 
Pedro Zugarramurdi 
Pedro.Zugarramurdi@mx.gt.com 
T (52 55) 5424 6500 
 
Tijuana 
Luis Fernando Acosta 
Luis.F.Acosta@mx.gt.com 
T (664)207-0050 
 
Representative Offices: 
 
Hermosillo 
Humberto Garcia 
Humberto.Garcia@mx.gt.com 
 T (52 662) 260 2176 
 
Mazatlan 
Alfredo Valdez 
Alfredo.Valdez@mx.gt.com 
T (52 669) 982 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To comply with the stated by the Federal Law on Protection of Personal 
Data in Possession of Individuals and its Regulation, you are notified 
that all Personal Data provided to Salles, Sainz Grant Thornton, S.C., 
will be treated strictly in terms of the corresponding privacy notice and 
according with the legislation related.  

 

In the following link you will find the privacy notice in matters of Personal 
Data Protection: http://www.ssgt.com.mx/avisodeprivacidad.html Salles, 
Sainz Grant Thornton, S.C., is a member firm of Grant Thornton 
International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide 
partnership. Services are delivered by the member firms. GTIL and its 
member firms are not agents of, and do not obligate, one another and 
are not liable for one anothers acts or omissions. Please 
see www.ssgt.com.mx for further details.   
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